
股関節リハビリテーション研究会定款 

 

第１章 総則 

第１条 名称 

本会は、股関節リハビリテーション研究会と称する。 

第２条 事務局 

本会の事務局は、名古屋整形外科・人工関節クリニック リハビリテーション科内に置く。 

〒481-0011 

愛知県北名古屋市高田寺一本橋 7 リハビリテーション科 

TEL. 0568-22-7772   FAX. 0568-22-7277 

 

第２章 目的及び事業 

第３条 目的 

本会は、股関節リハビリテーションに関する科学的根拠の集積、および技術の研鑽及び向

上に努め、その理学療法学発展に寄与する事を目的とする。 

第４条 事業 

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１）研究発表集会、講演会等の開催。 

２）その他、前条の目的を達成するために必要な事業。 

第５条 活動の制限 

本会は、政治的・宗教的信条に関する活動および営利目的の活動を行わないものとする。 

 

第３章 会員及び会費 

第６条 会員の種別 

本会の会員は次のとおりとする。 

１）正会員 股関節リハビリテーションに関与し、本会の目的に賛同するもの。 

２）名誉会員 人工関節リハビリテーションの進展に対して多大な寄与をなし、本学会の発

展に功労のあったもののうち、代表理事が理事会及び評議委員会の議を経て推薦し、総会

で承認されたもの。 

３）賛助会員 本会の事業を援助する個人または法人。 

第７条 入会 

本会への入会にあたっては以下に定める。 

１）正会員になろうとするものは、所定の手続きを行い、理事会の承認を受けなければな

らない。 

２）前年度に継続して正会員を希望するものは、理事会の承認を必要としない。 

３）名誉会員は理事会により推薦され、本人の承諾により入会する。 



４）賛助会員は入会の期間を限定しない。 

第８条 会費 

本会は年会費・入会費は徴収しない。 

研究発表集会、講演会の開催時に参加費として、活動への参加者は定めた参加費用を納め

る。参加費は、会場代・資料代等、活動内容に則して、その都度算出・決定するものであ

る。 

第９条 資格の消失 

本会会員の資格の消失については以下に定める。 

１）退会したとき。 

２）成年被後見人もしくは被補佐人または破産の宣告を受けたとき。 

３）死亡し、もしくは失踪宣言を受けまたは法人である会員が解散したとき。 

４）除名されたとき。 

第１０条 退会 

正会員が年度中に退会しようとする場合には、理由を付して退会届を代表理事宛に提出し

なければならない。 

第１１条 除名 

会員が下記に該当する場合、代表理事は総会の決議を経て除名する事ができる。この場合、

その会員に対して議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

１）本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。 

２）本会の会員としての義務に違反したとき。 

第１２条 非会員の取り扱い 

本会会員以外の取り扱いについては以下に定める。 

１）非会員であっても、本会が主催する学術集会、定例会、講演会等に参加する事ができ

る。参加にあたっては、定められた参加費を納入する。 

２）非会員についても、除名にあたいする行為がなされた場合には、参加を拒否する事が

できる。 

 

第４章 役員・評議員と組織 

第１３条 役員 

本会に次の役員を置く。 

１）代表理事 １名 

２）理事 ３名 

３）監事 ２名 

４）顧問 若干名 

第１４条 役員の職務 

本会役員の職務は以下に定める。 



１）代表理事は本会を代表し、会務を総括する。 

２）常任理事は代表理事と共に会務の執行を補佐する。代表理事に事故があるときは、会

務の執行を代行する。 

３）顧問は本会の目的に賛同する医師で、必要に応じ会務に関して助言する。選任にあた

っては、理事会で審議し、本人の承諾を持って決定する 

 

第５章 会議 

第１５条 理事会 

本会理事会について以下に定める。 

１）理事会は必要に応じ、年数回代表理事が招集する。 

２）理事会の議長は代表理事が務める。 

３）理事会は以下の事項について審議し、評議員会の決議を経て総会の承認を得なければ

ならない。 

①各種役員の選出。 

②事業計画・報告、予算・決算に関する事項。 

③会則の変更。 

④その他必要と考えられる事項。 

 

第５章 会計 

第１６条 経費の支弁 

本会の経費の支弁について以下に定める。 

１）参加費は代表理事又はその代行を任じられたものが管理し、会計報告を行う。 

 

第６章 設立 

第１７条 設立 

本会は 2014年 10月 4日より設立。 

第１８条 施行 

本会則は 2014年 10月 4日から施行する。 

 

 

 

以上 

 


